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 (2) 当期正味財産増減額及び当期純利益（当期純損失）の状況 

平成 26 年度決算において当期正味財産の増又は当期純利益を計上している団体は 35 団体で, 

金額は合計で 5,424百万円となっています。 

また，当期正味財産の減又は当期純損失を計上している団体は 17団体で，金額は合計で 785百

万円となっています。 

対象 

団体数 

当期正味財産の増 

又は当期利益を計上 

当期正味財産の減 

又は当期損失を計上 

団体数 金額合計 団体数 金額合計 

平成 26年度 52団体 35団体 5,424百万円 17団体 785 百万円 

平成 25年度 50団体 28団体 3,756百万円 22団体 838 百万円 

※平成 25年度：解散した 2団体（(財)石巻湾漁業振興基金，(財)仙台湾漁業振興基金）及び当期利益が

0円の１団体（宮城県道路公社），正味財産増減計算書を作成していない 2団体（宮城県商工会連合会，

宮城県農業会議）の計 5団体を除いて集計 

※平成 26 年度：当期利益（当期正味財産増減額）が 0 円の 2 団体（（一社）宮城県林業公社，宮城県道

路公社）及び正味財産増減計算書を作成していない 2 団体（宮城県商工会連合会，宮城県農業会議）

の計 4団体を除いて集計 

２ 経営基盤の確立 

(1) 役職員数の適正化 

平成 27年 3月 31日現在の公社等外郭団体の常勤役員数は 88人となっており，そのうち県から

の派遣職員は 1人，県退職者は 57人となっています。 

また，常勤職員数は 1,443 人となっており，そのうち県からの派遣職員は 13 人，県退職者は

115人となっています。 

① 常勤役員数

平成 26年 3月 31日現在 平成 27年 3月 31日現在 増 減 

総数 総数 県職員 県退職者 総数 県職員 県退職者 県職員 県退職者 

89人 1人 60人 88人 1人 57人 △1 人 ±0人 △3 人 

② 常勤職員数

平成 26年 3月 31日現在 平成 27年 3月 31日現在 増 減 

総数 総数 県職員 県退職者 総数 県職員 県退職者 県職員 県退職者 

1,368人 15人 110 人 1,443人 13人 115 人 75人 △2 人 5人 

（平成 25年度は公社等外郭団体に指定した 55団体のうち解散した 2団体を除く 53団体を集計） 

常勤職員数が前年度に比べ増加しているのは，新たに指定した 3団体の職員数が加算されたこ

とによるものです。 

(2) 報酬・給与の適正化 

県の出資割合が 25％以上の団体にあっては，常勤役職員の平均年収を団体改革実績・計画表に

記載しています（「Ⅵ 公社等外郭団体の団体改革実績・計画表」(P30～)を参照）。 
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